
問

７
月
の
参
議
院
選
前

後
か
ら
選
挙
の
様
相
が
一

変
し
、
特
に
選
挙
時
の
偽

情
報
の
氾
濫
に
ど
う
向
き

合
え
ば
よ
い
の
か
が
注
目

を
集
め
て
い
る
。

月
５
日
投
開
票
の
市

10
長
選
挙
で
は
、
現
職
の
皆

川
治
市
長
が
前
回
よ
り
約

１
万
票
も
減
ら
し
落
選
し

た
要
因
に
、
「
パ
ワ
ハ
ラ

市
長
」
と
い
っ
た
流
言
飛

語
が
あ
っ
た
と
思
う
。

鶴
岡
市
議
会
に
お
け
る

パ
ワ
ハ
ラ
問
題
で
の
百
条

委
員
会
の
結
論
は
、
「
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
な

り
得
る
言
動
が
あ
っ
た
と

判
断
し
た
が
、
裏
づ
け
る

物
的
証
拠
が
確
認
で
き

ず
、
人
事
院
規
則
に
規
定

す
る
要
件
を
満
た
さ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
認
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

明
確
な
パ
ワ
ハ
ラ
は
、

認
定
で
き
な
か
っ
た
。

「
パ
ワ
ハ
ラ
市
長
」
と
い

っ
た
流
言
は
急
速
に
拡
散

さ
れ
、
有
権
者
の
意
思
決

定
に
重
大
な
影
響
を
与
え

た
の
で
は
な
い
か
。

選
挙
時
の
偽
情
報
や
、

誤
っ
た
情
報
の
氾
濫
に
対

す
る
考
え
を
聞
く
。

選
挙
管
理
委
員
長

こ
の

た
び
の
選
挙
で
は
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
の
積
極
的
な
発
信
を
行

う
候
補
者
が
増
え
、
選
挙

運
動
の
様
相
が
変
わ
り
つ

つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て

い
る
。

公
職
選
挙
法
で
は
、
選

挙
妨
害
に
当
た
る
行
為
に

つ
い
て
、
同
法
第
２
３
５

条
第
２
項
に
、
公
職
の
候

補
者
に
当
選
を
得
さ
せ
な

い
目
的
で
虚
偽
の
事
項
を

公
に
し
、
ま
た
は
事
実
を

ゆ
が
め
て
公
に
し
た
も
の

を
処
罰
す
る
、
虚
偽
事
項

公
表
罪
の
規
定
が
あ
る
。

ま
た
、
同
法
第
１
４
２

条
の
７
で
は
、
候
補
者
に

対
し
て
の
悪
質
な
誹
謗
中

傷
を
す
る
行
為
な
ど
、
表

現
の
自
由
を
濫
用
し
て
、

選
挙
の
公
正
を
害
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
適
正
利
用
に

努
め
る
こ
と
を
促
す
規
定

が
、
設
け
ら
れ
て
い
る
。

選
挙
は
、
候
補
者
の
政

策
や
人
柄
な
ど
の
情
報
が

正
し
く
伝
わ
り
、
そ
れ
を

有
権
者
が
正
し
く
判
断
を

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
初

め
て
公
正
な
選
挙
の
姿
を

保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

大
切
な
の
は
、
選
挙
の

ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
、
情

報
発
信
の
際
は
、
根
拠
に

基
づ
い
た
正
し
い
も
の
を

伝
え
る
こ
と
に
尽
き
る
。

悪
し
き
前
例
に
し
な
い

問

市
職
員
の
一
部
が
、

勤
務
時
間
中
に
特
定
候
補

者
を
支
援
す
る
メ
ー
ル
を

送
っ
て
い
た
と
の
情
報
に

つ
い
て
の
見
解
を
聞
く
。

市
長

そ
の
件
は
、
皆
川

氏
が
令
和
７
年

月
７
日

10

に
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
投

稿
し
た
事
案
で
あ
る
。
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新つるおかHP

月
５
日
に
行
わ
れ
た
鶴
岡
市
議
会
の
一
般
質
問
で
、

12
加
藤
鉱
一
議
員
は
①
市
長
選
挙
、
②
市
長
給
与
、
③
藤

島
地
域
の
小
学
校
統
廃
合
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。

ク
マ
対
策
の
土
台
か
ら
の
強
化
を
提
言

▽
昨
年
の
ク
マ
目
撃
情
報
が
前
年
の
８

・

倍
の
２
８
７
１
件
、
鶴
岡
市
も
市

25
街
地
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
と
い
う
異
常

な
事
態
と
な
る
中
、

月
議
会
予
算
特

12

別
委
員
会
で
鳥
獣
対
策
に
専
門
的
知
見

の
あ
る
職
員
の
配
置
の
問
題
を
取
り
上

げ
ま
し
た
。（
以
下
、
要
旨
）

▽
環
境
省
の
「
専
門
的
知
見
を
有
す
る

職
員
の
配
置
」
調
査
で
は
、

道
府
県

37

に
常
勤
・
非
常
勤
計
２
１
３
人
配
置
さ

れ
る
中
、
本
県
は
１
人
で

番
目
、
同

30

じ
調
査
で
「
鳥
獣
行
政
担
当
職
員
」
は

都
道
府
県
に
３
６
１
４
人
、
１
県
当

47た
り
平
均

・
９
人
配
置
の
と
こ
ろ
本

76

県
は

人
で

番
目
に
と
ど
ま
っ
て
い

24

40

る
。県

特
定
鳥
獣
保
護

管
理
検
討
会
で
も
専

門
家
か
ら
「
専
門
的

職
員
が
い
な
い
中

で
、
業
者
か
ら
提
出

さ
れ
た
デ
ー
タ
を
県
サ
イ
ド
で
十
分
に

評
価
・
解
釈
で
き
な
い
事
案
が
増
加
す

る
こ
と
を
懸
念
」と
指
摘
が
出
て
い
る
。

▽
し
か
し
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
長
は

鳥
獣
全
般
の
被
害
対
策
を
お
こ
な
う

「
中
間
支
援
組
織
」
を
市
町
村
と
県
で

設
置
す
る
。そ
こ
に
専
門
人
材
を
確
保
。

県
職
員
に
も
研
修
を
受
け
さ
せ
て
専
門

的
知
見
を
獲
得
す
る
等
と
答
え
ま
し

た
。

▽
私
は
中
間
支
援
組
織
が
「
民
間
へ
の

丸
投
げ
」
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
指
摘
も
お
こ
な
い
な
が
ら
、
捕
獲
・

駆
除
・
被
害
防
止
等
の
対
処
に
止
ま
ら

ず
適
切
な
保
護
・
管
理
が
求
め
ら
れ
る

中
で
、
職
員
体
制
は
そ
の
土
台
で
あ
る

こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
ま
し
た
。

職
員
体
制
強
化
は
、
行
革
に
よ
る
職

員
削
減
と
一
貫
し
て
た
た
か
っ
て
き
た

党
県
議
団
の
重
要
な
役
割
で
す
。

（
県
議

関

徹
）

月

日
に
行
わ
れ
た

10

22

市
長
事
務
引
継
ぎ
で
は
、

文
書
に
よ
り
引
継
ぎ
が
あ

っ
た
。

現
在
ま
で
、
皆
川
氏
側

か
ら
の
告
発
や
、
刑
事
事

件
を
提
起
す
る
よ
う
な
動

き
は
見
ら
れ
な
い
。

風
評
被
害
な
ど
か
ら
関

係
職
員
を
保
護
す
る
観
点

か
ら
も
、

月
初
旬
に
担

11

当
部
署
に
調
査
を
指
示
し

た
。調

査
は
、
事
実
行
為
の

確
認
を
行
い
、
疑
い
の
あ

っ
た
市
職
員
２
人
の
行
為

に
つ
い
て
、

地
方
公
務
員
法
第

条
36

「
政
治
的
行
為
の
制
限
」、

公
職
選
挙
法
第
１
３
６

条
の
２
「
公
務
員
の
地
位

利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
の

禁
止
」、

刑
法
第
２
３
１
条
「
侮

辱
罪
」、

鶴
岡
市
職
員
の
懲
戒
処

分
基
準
要
綱
９
「
政
治
的

目
的
を
有
す
る
文
書
の
配

布
」
と
い
っ
た
法
令
等
に

抵
触
す
る
か
、

市
の
顧
問
弁
護
士
に
も

相
談
し
、
慎
重
に
対
応
を

進
め
て
き
た
。

一
通
り
本
件
調
査
を
終

え
、
「
鶴
岡
市
職
員
の
分

限
及
び
懲
戒
処
分
審
査
委

員
会
」
を
開
催
し
、

月
12

２
日
に
審
査
し
た
。

審
査
委
員
会
は
、
副
市

長
の
ほ
か
本
件
事
案
に
関

係
す
る
委
員
を
除
く
と
、

要
綱
に
お
い
て
、
も
と
も

と
委
員
だ
っ
た
の
は
教
育

長
の
み
で
あ
り
、
こ
の
ほ

か
に
監
査
委
員
、
農
業
委

員
会
会
長
に
委
員
を
委
嘱

し
て
開
催
し
た
。

（
２
面
に
つ
づ
く
）

職
員
が
勤
務
中
に
支
援
メ
ー
ル

見
解
は



（
１
面
の
つ
づ
き
）

結
果
と
し
て
、

Ａ
氏
の
行
為
は
、
市
政

運
営
上
の
不
安
や
懸
念
、

危
機
感
を
私
的
な
仲
間
で

共
有
す
る
た
め
、
私
的
な

通
信
ツ
ー
ル
で
あ
る
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
を
利
用
し
た
も
の
。

送
信
先
の
職
員
へ
の
聞

き
取
り
に
よ
れ
ば
、
選
挙

投
票
行
動
に
は
ほ
と
ん
ど

影
響
な
く
、
ま
た
業
務
中

と
さ
れ
た
送
信
日
は
、
有

給
休
暇
を
取
得
し
て
お

り
、勤
務
時
間
外
で
あ
る
。

Ｂ
氏
の
行
為
は
、
市
の

業
務
用
メ
ー
ル
で
「
来
週

以
降
に
備
え
て
」
と
い
う

件
名
で
、
市
の
部
長
級
職

員

人
に
送
付
し
た
も

18
の
。メ

ー
ル
発
信
の
目
的

は
、
当
選
し
た
場
合
と
、

当
選
し
な
か
っ
た
場
合
の

両
方
に
備
え
た
記
述
が
な

さ
れ
、
選
挙
後
も
市
政
が

停
滞
し
な
い
よ
う
、
事
務

連
絡
の
た
め
送
付
し
た
も

の
で
、
政
治
的
中
立
性
も

保
た
れ
て
い
る
と
判
断
し

た
。以

上
の
こ
と
か
ら
、
関

係
法
令
や
懲
戒
処
分
標
準

令
な
ど
に
抵
触
せ
ず
、
任

命
権
者
で
あ
る
市
長
と
し

て
、
当
該
職
員
に
対
し
、

法
令
等
に
基
づ
く
告
発
や

処
分
等
は
与
え
ら
れ
な
い

と
判
断
し
た
。

本
件
事
案
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
ま
で
を
区
切
り

と
し
て
終
了
す
る
。

問

合
法
で
あ
れ
ば
、
市

職
員
が
こ
う
い
う
メ
ー
ル

の
や
り
取
り
を
し
て
も
構

わ
な
い
の
だ
と
い
う
、
悪

し
き
前
例
に
し
な
い
こ
と

が
大
切
だ
が
ど
う
か
。

市
長

一
般
論
と
し
て
、

公
務
員
の
地
位
利
用
の
選

挙
活
動
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
法
令
に
従
っ
て
行
動

し
て
い
た
だ
く
。

都市計画課入札結果（ ）内は予定価格
12月18日入札分

・鶴岡市都市公園施設長寿命化対策工事(その２)（道形町ほか地内）（入札7業者）
(有)大泉建設 4,350,000円（4,680,000円）工期～8/3/25（落札率92.95％）

建築課入札結果（ ）内は予定価格
12月18日入札分

・市消防署旧朝日分署解体工事（下名川字落合9）（入札9業者うち5業者辞退）
十和建設(株) 22,200,000円（22,540,000円）工期～8/3/25（落札率98.49％）
・第三学区放課後児童クラブ新築工事(電気設備)（若葉町15-34ほか）（入札9
業者）
(株)渡会電気土木 64,000,000円（66,060,000円）工期～9/6/25（落札率96.88％）
・第三学区放課後児童クラブ新築工事(機械設備)（若葉町15-34ほか）（入札8
業者）
東洋空調工業(株) 53,000,000円（54,210,000円）工期～9/6/25（落札率97.77％）

下水道課入札結果（ ）内は予定価格
12月19日入札分

・市浄化槽事業 温海地区浄化槽設置工事(第２工区）（五十川地内）（入札2業者）
(有)アサヒ設備工業 2,700,000円（2,760,000円）工期～8/2/27（落札率97.83％）

12月15日入札分
・市公共下水道事業 温海№10ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場制御盤更新工事（温海字釜谷坂地
内）（入札8業者）
日栄産業(株) 8,750,000円（8,930,000円）工期～8/3/17（落札率97.98％）

荘内病院管理課入札結果（ ）内は予定価格
12月26日入札分

・手術センター他フィルタ更新工事（随契）
イワコー(株) 5,800,000円（6,380,000円）工期～8/3/31（落札率90.91％）

12月25日入札分
・講堂用プロジェクタ(天吊)更新工事（入札8業者うち1業者辞退）
大同電気(株) 1,920,000円（2,000,000円）工期～～8/3/31（落札率96.00％）

令和８年度国民健康保険税率改定（案）

子ども子育て支援金分（令和８年度から新設）

所得割 均等割 平等割
18歳以上 

均等割

新設 ０．２％ 1,100円 700円 100円

医療保険分（令和8年度分からの改定検討）

所得割 均等割 平等割

現行 ７．５％ 25,200円 18,400円

改定 ７．１％ 25,100円 18,200円

差 △０．４％ △100円 △200円

後期高齢者支援金分（改定なし）

所得割 均等割 平等割

現行 ２．７％ 8,400円 7,200円

介護保険分（改定なし）

所得割 均等割 平等割

現行 ２．２％ 10,800円 5,200円

問

合
併
後
、
歴
代
鶴
岡

市
長
は
何
度
か
、
市
長
給

与
の
カ
ッ
ト
を
行
っ
て
き

た
が
、
そ
の
経
過
と
理
由

は
ど
う
だ
っ
た
か
。

総
務
部
長

平
成

年
17

10

月
か
ら
平
成

年
３
月
ま

27

で
、
富
塚
陽
一
市
長
及
び

榎
本
政
規
市
長
は
、
給
料

月
額
を
一
律
２
割
減
額
し

て
い
る
。

当
時
の
厳
し
い
財
政
状

況
を
背
景
に
、
合
併
以
前

か
ら
行
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
平
成

年
４

27

月
か
ら
平
成

年

月
ま

29

10

で
の
榎
本
市
長
の
在
任
期

間
は
、
給
与
の
減
額
は
な

い
。平

成

年

月
か
ら
令

29

10

和
７
年

月
ま
で
の
皆
川

10

治
市
長
の
在
任
期
間
は
、

平
成

年

月
ま
で
は
給

30

12

市
長
給
与
、
減
額
の
判
断
に
敬
意
表
す
る

与
の
減
額
は
な
く
、
平
成

年
１
月
か
ら
令
和
３
年

31９
月
ま
で
の
期
間
、
任
期

４
年
間
の
給
与
の
３
割
相

当
を
、
給
料
月
額
か
ら
減

額
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
平
成

年
29

10

月
の
市
長
選
挙
に
お
け
る

文
化
会
館
整
備
事
業
を
め

ぐ
る
混
乱
の
責
任
を
取
る

と
い
う
公
約
実
現
の
た
め

に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

令
和
３
年

月
か
ら

10

12

月
ま
で
給
与
の
減
額
は
な

く
、
令
和
４
年
１
月
か
ら

令
和
７
年
９
月
ま
で
の
期

間
、
同
じ
く
皆
川
市
長
が

任
期
４
年
間
の
給
与
の
３

割
相
当
を
減
額
し
て
い

る
。こ

れ
は
、
令
和
３
年
10

月
の
市
長
選
挙
の
公
約
と

し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
対
し
、
必

要
な
対
策
を
講
じ
る
た
め

に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

問

全
国
で
は
、
自
治
体

の
財
政
が
厳
し
く
、
行
財

政
改
革
の
姿
勢
を
示
す
た

め
、
ま
ず
は
自
分
か
ら
身

を
切
る
と
い
う
こ
と
、

コ
ロ
ナ
禍
や
市
民
の
生

活
苦
な
ど
、
非
常
時
に
住

民
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
示

す
な
ど
が
あ
る
。

佐
藤
市
長
に
、
市
長
給

与
に
つ
い
て
の
見
解
を
聞

く
。

市
長

厳
し
い
財
政
状
況

を
乗
り
切
る
た
め
、
ま
た

コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
不
況

の
中
で
市
民
に
寄
り
添
う

た
め
、
歴
代
の
市
長
が
給

与
減
額
と
い
う
痛
み
の
伴

う
判
断
を
下
し
、
そ
の
職

務
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
た

こ
と
に
敬
意
を
表
す
る
。

市
民
と
共
に
、
苦
境
を

乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
姿

勢
と
決
断
は
、
当
時
の
状

況
で
は
重
要
な
も
の
で
あ

っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

令
和
７
年
度
の
国
民
健

康
保
険
運
営
協
議
会
（
佐

藤
久
樹
会
長
）
が

月
12

24

日
に
開
か
れ
、
令
和
８
年

度
か
ら
徴
収
開
始
と
な
る

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

分
」
の
税
率
設
定
が
必
要

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
国

保
税
の
改
定
に
つ
い
て
協

議
さ
れ
ま
し
た
。

改
定
案
で
は
、
令
和
13

年
度
末
に
留
保
財
源
が
９

・
３
億
円
の
見
込
み
と
な

り
、
医
療
保
険
分
の
税
率

を
引
き
下
げ
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
を
含
め
た

賦
課
額
は
、
加
入
者
一
人

当
た
り
１
５
２
円
減
（
0

・

％
引
下
げ
）
と
し
て

14
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
市
議
団

は
、
先
の
市
議
選
の
公
約

に
、
子
育
て
支
援
金
の
負

担
増
も
含
め
て
、
「
国
保

税
引
き
下
げ
」
を
掲
げ
て

き
ま
し
た
が
、
一
部
実
現

の
見
通
し
と
な
り
ま
す
。


